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「犯罪被害者等支援広報啓発強化」について「犯罪被害者等支援広報啓発強化」について
被害者支援についてご存じですか？

ドラマや映画では、犯人を捕まえれば基本的には一件落着です。

しかし、実際の事件等では、犯人を捕まえても終わりではありません。

犯人を捕まえたとしても、被害者の被害回復が望めない場合があります。

被害者支援とは、そういった人達に寄り添うものであり、決しておろそかにし

てはいけない大切な業務です。

これまで、毎年１１月２５日から１２月１日までの期間を「犯罪被害者週間」

としていましたが、本年から１１月１日から１２月１日までを「犯罪被害者等支

援広報啓発強化月間」としています。

みなさんも、この期間を通じて、被害者支援というものがあることを知っていただき、犯罪被害

者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性などを知っていた

だければ幸いです。

指名手配被疑者の検挙に御協力を！

福岡駐在所管内事件発生状況（10月中） 犯罪発生０件（県内で空き巣被害が増えてます！注意！）
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